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【開   会】  

初めに、皆様にご報告がございます。第 9 期計画策定委員会委

員であられた長島委員は、本年 11 月末日をもって民生委員を退

任されたことに伴い、本策定委員会委員についても辞任されまし

た。その後任として、行田市民生委員児童委員連合会からご推薦

をいただいた金子彰様に、新たに本策定委員会委員を委嘱させて

いただきましたのでご報告いたします。それでは金子様、自己紹

介をお願いいたします。  

民生委員の金子です。私は民生委員東部地区の会長やっていま

す。地域の高齢者、一人暮らしってまだ多くなってきているので

すよね。独身の男性の方が多いです。将来的にどうなるかと心配

しております。どうぞよろしくお願いいたします。  

ありがとうございました。では、次に金子様が初めての出席に

なりますので、本日ご出席の他の委員の皆様にも、名簿の順に従

いまして、自己紹介をお願いしたいと存じます。  

なお、本日は、名簿番号 3 番の古田委員、6 番の城村委員、7 番

の増田委員より欠席の連絡をいただいております。  

【事務局自己紹介】  

【あいさつ】  

それでは、議事に入る前に会議の公開または非公開について、

皆様にお諮りいただきたいと存じます。委員長よろしくお願いい

たします。  

会議の公開非公開についてですが、原則として公開としたいと

思います。ただし、個人情報や法人のいろんな情報に関して、公

開することで円滑な会議の進行を妨げられる場合については改

めて会議でお諮りするということで伝えたいと思います。よろし

いでしょうか。  

【全委員承認】  
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これから、傍聴希望者に入室していただきますのでしばらくお

待ちください。  

【傍聴者入室】  

それでは、ここで川島委員長にご挨拶を頂戴したいと存じま

す。  

皆さんもおわかりいただけると思いますが、第 9 期の重点目標

が二つありますが、残念ながら達成はできない見込みです。最初

の介護人材の不足があるかという事業所の割合を 51％から 41％

にすると目標でしたがこの目標自体、どれだけ意義があるか分か

りませんが、実績は 66％と悪化しておりましてとても 1 年で改

善できるとは思われません。また、要支援要介護認定率も 15.4％

以下にするということでしたが、7 年の実績で 15.7％これ推定を

上回っているわけで、達成不可能かと思われます。以上の点から

この重点目標は達成できないことが明らかになっているという

ことがまず評価の一つだろうと思います。それをどうしたらいい

かということになります。この計画と、見込み量、その差がどう

なっているのか、乖離がどうなのか、また、自立支援・重度化防

止の取り組みと目標がどれだけ乖離しているか。  

3 番目評価項目、保険者機能強化推進交付金の評価（国による

評価）が、昨年はずいぶん下がったということでしたので、今年

もまだ結果は出てないようですが、今までの経過を市の方からき

ちんと説明していただいて、例えばアウトカムの観点では、やっ

ても結果は出ていないのではないか。国の方で評価されてないと

いうことであれば、一生懸命やっているということは別として、

やはり反省といいますか、考えなきゃいけないだろうと思いま

す。  

次の四角で囲ってあるところを見ますと、実績と目標値が大き

く乖離して近づいてないと青くしてありますが、「その課題や障

壁は何なのか、近づくためにはどうしたらいいか」これをこの会



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議で諮る。そして改善策を立案する。それを予算化していただい

て、計画はまだ 1 年ありますから、こういったことをやってみた

らどうなのだろうっていうのを決めるのがこの会議の目的だろ

うというふうに考えています。  

ですから重点目標を一生懸命やったという報告を市がしてく

れるのですが、そうか頑張ったのねという会ではないので、言い

訳ではなくて、とてもできないのであればどうしたらいいのだろ

うっていうのを考えるべきことではないかと思います。そのため

にですね、この会議で検討することとして、例えば「在宅生活が

維持できなくなっている」、これに対して何を、どんな支援をした

らいいかとか、「住まい」、いろんな在宅系のサービスがあります

が、ここから出なきゃいけないということになればこれをどうし

てあげたらいいのか、家族の就労継続にはどうしたらいいか、介

護人材の確保に向けと、まちを守るための取り組みを進めるには

どうしたらいいかっていうことを、地域の実態をよく把握してこ

こにいらっしゃる、いろいろなステークホルダーの方頑張ってい

ただいている方にご意見を伺って、この方針達成のためのサービ

ス提供体制を固めていくっていうのがこの会の目的だと私は理

解しています。ですから、市の方からいろんなことやったよって

いうかもしれませんが結果的にできていないので、努力を説明し

たい気持ちはわかりますが、重点目標を達成すること自体がこの

街を守ることには直接は繋がりにくい部分があり、介護認定率を

上げないには、介護人材確保をするにはどうしたらいいかを各職

種、皆さんが何を頑張ればいいかを明確にする、計画を立てるこ

とが重要だろうと考えています。  

裏面のページに行きます。介護保険計画を 3 年間に渡って作っ

てまた新たなものを作りますから、2 年目にやるべきことが大体

決まっています。2 年目にやるべきことはビジョンの明確化と地

域の実態の把握です。ビジョンっていうとどうしても、市は助け



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合いとかですね、いろいろ安全な表現を使うわけで、そのビジョ

ンとして文言はいいにしても、私自身は「住み慣れた地域で自分

が選択した生活を継続できる」これが一番のビジョンではないか

と思っています。施設死亡率っていうのは、そういう言い方をす

るとややぎょっとしますが、病院に入院せずに自分が選んだ施設

の看取りで最期まで行逝ける、これは大切な選択の一つでしょう

し、「要介護 2 以下の居所変更率」っていうのは、要介護 2 ぐら

いまでだったら在宅生活ができるという目安を表しているとい

うふうに理解していますから、こういった数字を実際にあげて、

今の数字はこうで、良くすることはできなくても横ばいにするに

はどうしたらいいか、知恵を出したいなというふうに考えていま

す。そのために二つの計画について、市の方に第 10 期に向けて

お願いしていますが、在宅生活改善調査っていうのを、1 年間で、

在宅生活諦めた人、どの位この町にいたのか、そして何があれば

在宅にいられたのか。これはケアマネジャー、ケアマネジメント

の視点からですね、こんなサービスがあればまた家にいられたの

に、これがないからっていうのをピックアップして、その事業を

起こしたり、そこに支援を当てたり、市の方も協力していただく

必要があるでしょうし、施設の限界点、希望しない医療処置をし

たくなかったのに施設での看取りができなかったとしたら、何で

そうだったんだろうということを、こういった実際の数字を出し

てですね、漠然としたことでなくて、これを評価して次に繋げて

いきたいなと思っています。  

評価の仕様としてその二つの計画、もう一つありますが、入所

や入居を検討していないという割合を高める、つまり在宅にいら

れる人を増やしていく。この数字をきちんと出していったりです

ね、介護者が不安に感じると、こういった割合を下げたり、現在

のサービスでは生活維持が難しいという割合を下げると、こうい

ったことが、在宅介護実態調査、また在宅生活改善調査から得ら



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れるとされていますので、今期、いきなりこれらの調査をするの

は無理だとしてもですね、第 10 期に向けてこういった視点も持

って次に繋げていただきたいなと思っています。  

また、家族の状態に関しても、仕事と介護の両立を問題なく続

けていけると、これは在宅介護実態調査です。ただ調査をするだ

けではなくて、こういった数字をきちんと上げて、来期に向けて。

家にいられるよう、施設を出なくていいように、家族が支援でき

るようにこういった数字を具体的にあげて、上手くいかないんだ

ったらどうしたらいいのか、ケアマネジャーさんが頑張るのか、

リハビリ職が頑張るのか、施設でもうちょっととかそういった具

体的な数学を反映して 1 年間頑張ってその力を評価するというよ

うな策定委員会にしたいと思っています。  

第 10 期の計画も始めなきゃいけないところですが、新しい視

点として精神障害者が在宅にどんどん出てくるということにな

りますので、介護人材としては、障害の方の人材と比べると、高

齢福祉の方が圧倒的に多いわけですから、ただやはり障害の方は

ちょっとっていうふうに、お断りになられちゃう場合もあると、

事業所から聞いていますので、しっかり高齢の方の部分も障害の

方が見られるよう、もちろん障害者も高齢化していくわけですか

ら、こういった研修とかですね障害特性を高齢の部門でもしっか

り把握するという合同の研修会を行っていただきたいですし、人

材確保にしてもですね、いろいろ毎回提案しても却下されていま

すが、ボランティアポイントなど、近所の方同士で助け合う「互

助」の仕組みを。自治体によっては乗り合いバスを走らせたりし

ていますが、ご近所の方がご近所の方をケアするよう、それがち

ゃんと将来自分に戻ってくるような仕組みですね、こういった人

材確保を兼ねた取り組み。また次の自然災害や感染症対策のＢＣ

Ｐも求められておりますので、そういった視点も今のうちから考

えていきたいと思いますし、総合事業は、ようやくいろいろ買い
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物支援も含めて、数字的には整ってきたように思いますが、アウ

トカム指標、国の方では効果が十分ではないということで評価が

低いのではないかと思われるところもありますので、ぜひこの辺

りも、指標をしっかり出して、いくつ作ったとか、何ができただ

けではなくて、実際に介護予防にどれだけ資するようなことだっ

たのかっていうのを評価していきたいと思います。それも保険者

機能強化推進交付金を使っていろんな事業のサポートをしてもら

って、足りないところを準備することに使っていただきたいと考

えています。  

これを全部具体的に、というのは、時間ももちろん不可能なわ

けですが、1 年かけてこういうことをみんなで考える会、また来

期以降そうしたいと思いますし、年に 1 回の評価がこういうこと

をちゃんと評価して初めて、それが検証になると思いますので、

こういった視点もぜひ持っていただければと思います。  

ありがとうございました。それでは、これから議事に入ります

が、委員長に会議の進行をお願いしたいと存じます。  

議事の 1 番目ですが、副委員長が今までと違いますので副委員

長の互選について事務局からご説明お願いします。  

はい。長島委員の辞任により副委員長が不在となりましたの

で、ここで副委員長の選任を行いたいと存じます。  

副委員長の選任につきましては、本委員会設置要綱第 5 条第 1

項の規定に、委員の互選によりこれを定めるとありますので、副

委員長の互選について、どなたか副委員長になっていただける

か、またはご意見がありましたらお願いいたします。  

ぜひ、金子委員にお願いします。  

金子委員さんとのお声が上がりましたが、皆様いかがでしょう

か。  

【全委員異議なし】  

それでは皆様に拍手をいただきましたので、副委員長に金子彰

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5b535eaad601b42f4367120853759c23312ebccfbbc5af7213ced6d5abde5ccbJmltdHM9MTc3MjY2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=28824cce-c72e-67fb-0202-58a6c6fc66ee&psq=%e4%bf%9d%e9%99%ba%e8%80%85%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e4%ba%a4%e4%bb%98%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWhsdy5nby5qcC9zdGYvbmV3cGFnZV8xNzUyNy5odG1s&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5b535eaad601b42f4367120853759c23312ebccfbbc5af7213ced6d5abde5ccbJmltdHM9MTc3MjY2ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=28824cce-c72e-67fb-0202-58a6c6fc66ee&psq=%e4%bf%9d%e9%99%ba%e8%80%85%e6%a9%9f%e8%83%bd%e5%bc%b7%e5%8c%96%e6%8e%a8%e9%80%b2%e4%ba%a4%e4%bb%98%e9%87%91%e3%81%a8%e3%81%af&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubWhsdy5nby5qcC9zdGYvbmV3cGFnZV8xNzUyNy5odG1s&ntb=1
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委員が選任されました。副委員長には前方の席へ御移動をお願い

いたします。  

それでは議題の 2 番目、計画の重点事業の進捗に係る評価検証

についてですが、先ほどお話しましたが実績値と目的、目標値の

乖離です。それについて、課題とか障壁について市の方からご意

見、結果を見れば出来てないことは分かるので、市としてどのよ

うなお考えがあるか含めてご説明をお願いします。  

では、資料の 1 から説明させていただきますのでお手元にご用

意いただけますでしょうか。初めに本市の現状について説明させ

ていただきます。まず要介護認定率の状況になります。過去は推

計値に対し実績値の方が低い状況で推移していましたけれども、

第 9 期計画に入って実績値の方が高くなっている状況です。要介

護認定率は第 1 号被保険者の年齢に関わります。そのため今回は

後期高齢者人口の前年度比の伸び率と要介護認定率の伸び率を

右の表で比較しています。過去は後期高齢者人口の伸び率に比べ

要介護認定者数の伸び率は低い状況だったのですけれども、９期

に入って伸び率が同じように推移してきた状況になってきてい

ます。3 番目のスライドになります。新規の要支援・要介護認定

者の年齢階級別区分として割合を示した表です。本市は令和 5 年

度、6 年度について、65 歳から 69 歳の方の比率が高い状況でし

た。また 85 歳以上の新規認定者数の割合も高い状況です。平均

年齢でいいますと全国の方も同じような状況でした。 4 番目のス

ライドをお願いします。要介護認定率の比較および要介護度別認

定率の推移を表したものです。前段で要介護認定率の実績値が推

計値より上回っていると報告させていただきましたが、全国、埼

玉県と比較すると合計認定率は低い状況となっています。しかし

ながら、調整済み重度認定率は、比較すると高い状況です。要介

護度別にみると本年度は要介護 2 以上の中重度者の割合が前年度

と比較し高くなってきています。ここから見えることは、要介護



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定者の重症化というものが推測されるかと思います。次ですけ

れども、5 番目のスライドをお願いいたします。介護サービスの

現状として、介護サービスの給付見込み額、65 歳以上の被保険者

1 人当たりの給付月額を比較したものです。介護サービス費の費

用は高齢化率や 75 歳以上の後期高齢者の割合に大きく影響され

ます。資料の上に比較する自治体の高齢化率、高齢者人口に対す

る 75 歳以上の人口の割合を計算しています。飯能市については、

本市と人口構成が一緒で、類似している市になっていますので、

類似市として比較対象としています。要介護認定率でも飯能市と

比較することが多いですけれども、この表からは、単純比較はで

きないものの本市の後期高齢者人口や 75 歳以上の割合は埼玉県

や近隣自治体よりも高く、類似自治体である飯能市と同等ですけ

れども、1 人当たりの保険給付月額は埼玉県を下回り、比較する

類似自治体よりも少ない状況となっております。 6 番目のスライ

ドをお願いいたします。介護給付状況とサービスの現状になりま

す。本市では在宅サービスの利用率が高く、 1 人当たりの給付月

額が高い状況です。下は施設サービスの状況です。施設サービス

の利用率は飯能市より少ない状況ですけども県平均よりも高く、

1 人当たりの給付月額は県平均や飯能市と比較し、少ない状況で

す。次の 7 番目のスライドをお願いします。通所介護であるデイ

サービスと訪問介護のヘルパーの現状を記載しています。本市は

デイサービスの事業所が多く、 1 人当たりの給付月額が高い状況

が続いています。訪問介護の事業所数は県平均と同等ですけれど

も、1 人当たりの給付額は計平均より低い状況になっています。

次のスライドからは、第 9 期計画の計画値と実績値を比較したも

のになります。前期である 8 期の比較とそれから本計画の第 9 期

の比較として今出せるものが令和 6 年度のものになりますので、

令和 6 年度の比較になります。この表は計画値との乖離を見るも

のになります。対計画比の値が 100％に近いものは乖離がなく、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画通りであるというふうに見ることになります。 90％以下、

110％以上の乖離があると判断します。第 1 号被保険者数から第

1 号被保険者 1 人当たり給付費までは前期計画および令和 6 年度

においても乖離があまり見られていません。 9 番目のスライドを

お願いします。サービス別の利用者数の比較になります。一番右

の欄、今期計画の実績値を見ていきたいと思いますが、令和 6 年

度実績値において、介護医療院の利用者数が計画値より大きく下

回っている状況です。また、特定福祉用具販売が計画値を上回っ

ている状況ですけど、これは利用者数で見たものになります。10

番目のスライドお願いします。サービス別の受給者 1 人当たりの

給付費を見たものになります。先ほど利用者数で乖離のあった、

介護医療院と特定福祉用具販売について、給付費で見ると、計画

値からの大きな乖離は見られない状況です。また、利用者数であ

まり乖離が見られなかった訪問介護、訪問看護で 10％以上上回っ

ている状況です。  

その他、認知症対応型通所介護は令和 6 年度が計画値より下回

っている状況になります。この表から見るのは、利用者数の乖離

がなく、給付費の乖離がある場合は、上回っている場合、より重

度の方は利用しているとか、利用回数が頻回である。また下回っ

てるような場合はその逆が考えられると思われます。全体的に令

和 6 年度の給付費全体で見ると、ほぼ計画通りでございました。

まとめになります。最後の 11 番目のスライドになりますけれど

も、要介護認定率の伸びでいうと、かなり伸びが大きくなってい

たり、それから新規の要支援・要介護認定者数の年齢を見ると、

65 歳から 69 歳の比率が他の地域より高いので、やはりあの前期

高齢者の健康づくりとか介護予防対策が必要になってきている

可能性があるかと思います。それから要介護 2 以上の中重度者の

割合が高くなっていることからやはり重度化防止の取り組みが

より一層必要になっていると思っております。それからデイサー



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスのニーズが高いっていうのは見て取れるのですけれども、デ

イサービスも在宅医療を支えていく重要なサービスであると思

われますけれども全体の要介護の重症化を見ると、通所介護にお

ける業界に介護予防重度化防止の取り組みをお願いしていく必

要があるかなと思っております。それからデイサービスが、通い

の場とかになっている可能性もありますので、やはりあの地域に

おける通いの場の維持、それから、通いの場へ通える環境、それ

から通いの場以外の様々な介護予防に資する取り組みが必要に

なってくると考えております。それから訪問介護の実績について

ですが、利用者数は計画値に近く、けれども給付費が計画値を上

回っているので、1 人当たりの提供量が適切なのかどうか、そこ

ら辺は確認していく必要があるかなと考えております。資料 1 の

説明については以上となります。  

引き続き、第 9 期計画重点事業の進捗状況について説明させて

いただきます。右上に資料 2－1 と書かれた資料をお手元にご用

意ください。それでは 2 ページをお願いします。第９期計画にお

いては、基本目標を二つ設定し、それぞれの基本目標に対し、重

点目標として目標値を設定しております。基本目標 1 は、誰もが

住み慣れた地域でその人らしく人生の最期まで暮らせるよう、必

要なサービス提供や支援を行う体制を確保するとし、重点目標

は、令和 4 年度のアンケートで、介護職員不足があると回答した

市内介護事業所数の割合 51％を、令和 8 年度までに 41％にする

と設定しています。この重点目標に対しては、五つの重点事業と

具体的な目標を掲げております。それぞれの重点事業について簡

単に説明いたします。一つ目の重点事業の目標は、介護（看護）

離職防止および生産性の向上への取り組み支援とし、具体的な目

標は、介護ロボットやＩＣＴ機器の導入に関する情報提供を年１

回行う、です。本年 10 月末現在の実施内容、実績は資料の通り

です。3 ページをお願いします。二つ目の重点事業の目標は、外



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国人介護人材採用支援、具体的目標は、採用方法、受け入れの環

境整備、外国人介護職員の声を聞く場を年１回開催する、です。

実施内容、実績は資料の通りです。 4 ページをお願いします。三

つ目の重点事業の目標は、元気な高齢者等多様な人材の活用、具

体的目標は、ボランティアの活用を希望している介護・看護事業

所に対して、シルバー人材センターや社会福祉協議会のボランテ

ィア事業を紹介する説明会を年 1 回開催するで、実施内容、実績

は資料の通りです。 5 ページをお願いします。四つ目の重点事業

の目標は、就職支援、求職者（学生含む）と介護・看護事業所と

のマッチング。具体的目標は、介護、看護分野の就職または進学

に繋げるため、介護に関する研修を市内外の高校生向けに年 1 回

開催する。小学生向けに、高齢者への理解を深める事業を年 1 回、

中学生向けに介護の仕事に関する魅力発信および職場体験会を

年 2 回実施する、です。実施の実績は資料の通りです。 6 ページ

をお願いします。五つ目の重点事業の目標は、認知症ケア体制を

充実するとし、具体的目標は、認知症カフェを 12 ヶ所にする。

令和 5 年度では 8 ヶ所から令和 8 年度に 12 ヶ所、全ての認知症

カフェ、あんしん声かけ体験（徘徊模擬訓練）に認知症サポータ

ー養成講座修了者がボランティアとして参加する、です。実施内

容、実績は資料の通りです。 7 ページをお願いします。こちらの

ページからは、介護サービス事業所を対象に行った介護人材確保

に係る事業所アンケートの結果についてご説明いたします。こち

らのアンケートですが、第 9 期計画において重点目標とした令和

4 年度のアンケートで、「介護職員の不足があると回答した市内介

護事業所の割合 51％を令和 8 年度までに 41％以下にする」の達

成に向けて、現時点での介護職員の不足状況を把握するために実

施したものです。令和 7 年 9 月 5 日から 10 月 10 日にかけ、市内

120 事業所に対して、電子によるアンケートを実施し、うち回答

のあった事業所は 56 事業所、率にすると 46.7％となっておりま



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。アンケート項目は記載しております①から⑧の通りです。8 ペ

ージをお願いします。こちらは回答のあった施設および事業所の

数を、種別ごとに数えた表となっております。 9 ページをお願い

します。問 1、事業所において不足している職種と、その人数に

ついての回答は資料の通りです。なお、こちらのグラフは、不足

している職種と職種ごとの不足人数について示しておりますが、

回答のあった事業所数でご説明いたしますと、特にないと回答し

たのは 19 事業所で、回答のあった 56 事業所の 33.9％に相当し

ます。反対に 66.1％の事業所は不足している職種が一つ以上ある

ということになります。重点目標では令和 4 年度アンケートで介

護職員不足があるとした事業所の割合 51％、令和 8 年度までに

41％以下にするとしているところ、不足がある事業所は 66％と

なっておりますので、数値は後退しております。10 ページをお願

いします。問 2、主な人材の募集方法についての回答は資料の通

りです。11 ページをお願いします。問 3、離職防止、職場定着の

ために取り組んでいることについての回答は資料の通りです。12

ページをお願いします。問 4、人材の確保、定着面での悩みにつ

いての回答は資料の通りです。 13 ページをお願いします。問 5、

ボランティアの活用状況についての回答は資料の通りです。14 ペ

ージをお願いします。問 6、外国人職員の採用状況についての回

答は、資料の通りです。15 ページをお願いします。問 7、外国人

職員の出身国、または出身地について質問した回答は資料の通り

です。16 ページをお願いします。問 8 は、自由に記載いただく形

となっており様々なご意見をお寄せいただきましたので別紙で

ご用意いたしました。Ａ4 縦版の、介護職員の人材の確保に関し、

貴施設等のお考えや行政に対する要望、ご意見（自由記載、資料

2－2）とあります資料に、事業所からお寄せいただきました全て

のご意見をそのまま掲載しておりますので、ご覧いただければと

思います。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後にアンケートのまとめを掲載しております。戻りまして、

現在、介護分野に限らず多くの職種におきまして、人材不足が大

きな問題となっており、新しく人材を確保することは困難となっ

ております。そのため、まずはできるだけ、今いる人材で業務が

行えるよう、デジタル化の推進等により、業務の効率化や職員の

負担軽減を図ることが必要であると考えております。17 ページを

お願いいたします。基本目標には健康で生き生きした高齢者を増

やし、介護を必要とする人を抑制するとし、重点目標は、令和 8

年度に要介護要支援認定率を 15.4％以下にすると設定していま

す。この重点目標に対しては、三つの重点事業と具体的な目標を

掲げております。一つ目の重点事業の目標は、各種検診の受診促

進の強化とし、具体的目標は、行田市国民健康保険保健事業実施

計画、行田市健康増進・食育推進計画にて実施となっており、実

施内容、実績は資料の通りです。各健診名の下の四角内は、本年

度の取り組み内容です。 18 ページをお願いします。特定健康診

査、特定保健指導および後期高齢者健康診査についての取り組み

内容と実績となります。19 ページをお願いします。二つ目の重点

事業の目標は、高齢者保健事業と介護予防の一体的事業の推進で

す。具体的な目標は、令和 7 年度は、5 圏域の日常生活圏域のう

ち 3 圏域で健康状態不明者を対象とした個別的支援と通いの場を

活用した栄養、口腔等のフレイル予防などの健康教育、健康相談

を実施となっており、実施内容の実績は資料の通りです。20 ペー

ジをお願いします。三つ目の重点事業の目標は、通いの場での介

護予防活動を拡大するとし、具体的目標は、ご近所型介護予防事

業（100 歳体操、リズム体操等の運動を組み合わせたもの）を、

令和 5 年度 14 ヶ所から令和 8 年度 30 ヶ所、1 年度に 6 ヶ所ずつ

の増。住民主体の介護予防に資する活動、（文化、スポーツ、レク

リエーション等）の場を、市内 120 ヶ所以上維持する。通いの場

への移動手段を創設し、通える環境を整備するとなっており、実
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施内容、実績は資料の 20 ページ、21 ページの通りです。以上で

重点事業の進捗状況に関する説明を終わらせていただきます。  

今の資料 1 から資料 2 において、重点事業やその他ご質問お願

いします。  

資料 2－1 の 19 ページですね、健康事業、介護予防の事業の関

係なんですけど、実施の回数ですか、高齢者の健康教室ですか、

参加人数はどうなのでしょうか。  

この一体化事業っていうのは、医療でやっている保険事業と介

護予防が大体一緒なので、垣根を越えて、国の方がやってくださ

いと言って始まったことで、行政の方では、アプローチの仕方が

いくつかあるんですけど、これをまずやってみたいということで

始めています。他にもいろいろの一体化事業例えば骨折予防とか

食支援とかたくさんありますが、まずこれをやってみたいという

ことですよね。  

令和 6 年度 2 ヶ所で実施しておりまして、ポピュレーションア

プローチとしましては 1 ヶ所で 2 回実施をする形になっておりま

して、1 ヶ所目が 16 名参加で 2 ヶ所目が 14 名参加をしておりま

す。  

ハイリスクの方が、健康状態不明者へのお手紙を送ってまし

て、1 か所目が 58 名に送付、 2 か所目が 41 名に送付し、返信が

19 名ありまして、健康状態が全くわからない方に対し訪問してお

ります。9 名で訪問対象となりますが、そのうち 4 名の訪問をし

ております。  

参加人数をもう少し増やしていただけると。介護予防であれば

やっぱり増やすべきですよね。それから見ると重度化が多くなる

ってことですけど、市の方で、最近健康課で事業を進めています

よね。  

垣根を外して、高齢者福祉課と健康課で一緒に仲良くやりなさ

いって言っているのですが、まだノウハウがなくて。それをよう
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やく保険年金課を無くして、これをやろうと始まったところで

す。全員にやるポピュレーションアプローチと、健康に課題があ

る方にピンポイントでやるアプローチがあって、それも圏域をい

くつか選んで、とりあえず始めないと補助金が下りないとのこと

で、まず始めたっていうことだと思いますが。それはどうなので

すか。  

今始めたところで、実際参加者の方をこういった保健事業と介

護予防の一体的事業を実施していますっていうことで、社協にサ

ロンさんがあるので、そちらにお声掛けをさせていただいて、サ

ロンの方々のところにお伺いさせていただきたいということで

ご案内をしているのですけれど、なかなか手上げがなくて。出前

講座などを活用しまして今ポピュレーションアプローチをさせ

ていただいているところです。  

本当はそれを医療が必要な人は医療につなぎ、必要がない人は

介護予防に回すために、市全体でたくさんやってくださいってい

うことなのですがようやく始まったところなので、温かく見守っ

てというところでしょうか。国の方は一体化についていかがなの

でしょうか。部長さんいかがでしょうか。  

まさにご指摘いただいた通り、組織制度のその垣根を越えて実

施をしていくということ。一体的事業を実施する中ではそのポピ

ュレーションアプローチとハイリスクアプローチを適切に引き

分け実施していくということが大切だというふうな認識です。国

もこれを推奨しておりますし、その取り組み状況というのは評価

をされるものになっておりますので、今その圏域がまだ 5 圏域の

うち、3 圏域というところですけれども、これはこれらで足りな

いというふうに思っておりますので、これを広げていく取り組み

をまずしていきたいと思いますし、その健康状態不明者だけでは

なくて、重症化予防ですとか口腔の問題ですとか、そういったと

ころも、他市の状況を確認しながら仕組みを作っていくというこ
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とが大事だと思っております。  

町はいろんな取り組みをしていて、当初はやっぱり各課の垣根

が市長さんとか前の部長さんも言っていましたけども、互いに協

働するってことはあんまり出来なかったのでこういった国から

言われたことでしょうがなくやっているのか、一生懸命やってい

るか分かりませんが、仲良く、ようやく始めたところで、これか

ら成果が出てくるんじゃないかと思っています。継続してぜひ、

医師会も一生懸命協力したいと思います。他はいかがでしょう

か。  

リハビリの方にお願いをしてくださって、今 100 歳体操をやら

せてもらっていると思うんですけど、意外とやっぱり 100 歳体操

がやっている方たちの数がそんなに伸びていないんじゃないの

かなっていう、全然伸びてないわけじゃないけど、そんなに増え

てないんじゃないのかなって。やっぱり要介護認定を抑えていく

っていうならやっぱり動いてもらうっていうのもいいんじゃな

いかなと思って。もう少しその辺りもどう広げていこうと思って

らっしゃるのかなっていうのも気になるなと思っています。  

そういう事業の評価のところです。ただ数を増やすべきもので

はなくやった結果はどうなんだという評価について説明をお願

いします。  

まず 100 歳体操はここの資料の 2－1 で言うと、20 ページのご

近所型介護予防事業実施箇所数に該当します。現在のところ 20

ヶ所が継続的に行っていますが、さらに 3 団体が新たに始めよう

としていて伴走支援っていって立ち上げを手伝っているところ

です。団体数が増えてきていますのでこちらとしては、人数は増

えてきているというふうに捉えていますけど、実際に人数増えて

きています。介護の方に関しては、この 100 歳体操だけでいいの

かっていうとそうではないので、多面的にアプローチしていく必

要があるかと思っています。特にですね、こういうご近所型介護
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予防事業に行って、現場の実際の状況を見るとですね、ほとんど

女性ばっかりです。 9 割は女性の参加ですので、要介護認定を見

ると男性もやっぱり多い率になってきています。女性の方が長生

きなので男女で言うと、女性の方が多いんですけれども、男性の

介護予防をどうしていくかっていうのは、これからの課題かなと

思っています。ただ、介護予防の要素としては、例えば栄養と口

腔機能、運動、社会参加、認知機能低下の防止としてもフレイル

予防としてもですね、社会参加が基本ですので社会参加の部分で

どうアプローチしていくかっていうか、これからの大きな課題に

なるかなと思うのです。いろいろな地域での役割、役員さんとか

ですね、それから就労、そこら辺についても介護予防の要素かな

と思っておりまして、そちら辺もまず重要視していきたいなと思

っています。  

やっぱり入院してから退院する方とかを見ていても、やはりあ

の介護保険事業を使っていくのもいいと思うんですけど、やっぱ

り公民館活動を勧めたくても何をやっているかわかんないんだ

よって男の方はおっしゃる方も多いのでやっぱりその辺もやっ

ぱり整理していただければもう少し要介護認定じゃなくても、い

ろいろ行く場ができればまた変わっていくのじゃないかなと思

いますのでよろしくお願いします。  

インフォーマルサービスとして、方法が難しいところだと思う

んですけど、介護保険の財源を使わないでそういったことが出来

れば、もちろん市も望んでることだと思ってよろしくお願いしま

す。  

質問の前にちょっと細かいところみたいなんですけれども、資

料 2 の円グラフなんですが、円グラフだとなじまない回答の表し

方が、パーセンテージで平均値になってしまうので問題のところ

に関してはもう棒グラフとかにした方がいいかな。件数とか全部

が全部ではないですが、例えば問 4、十分な報酬が払えないとか、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それが何か平均値円グラフでちょっと平均値化されてしまうの

で、何かどれもみんな大変なように見えちゃう人もいれば、なん

か別にそんなに大したことないのかなって、見た目の問題です。

個人的なんですけども。  

あともう一つ問 1 の円グラフのところで、これに関して質問し

た事業所が多分デイサービスとかそういったところが多いのか

なと思うんですけども、やはり私共の法人ではデイサービスとか

は比較的介護士さんとか、集まりやすいんですね。夜勤がないの

で、人が集まりやすいっていうのがあるんですけども、施設系の

夜勤があるところは介護者が集まりにくいっていうのがあるの

で、それが一緒くたにこの事業サービス種別が一緒になってこの

問題が特にないっていう回答に、デイサービスとかのその影響が

入ってないかなというのがちょっと心配だったので、基本的に

66.1％不足しているっていうのは高めなので、イメージ的に離職

とかそういったので不足しているのかなというのがあるんです

けども、今後の扱いとしてですね、サービス種別ごとで不足して

いる、してないというのがあります。その差がこの環境にあたり

ますので、このアンケート結果の取り扱いにはご注意をしていた

だければと思っております。  

先ほどもお話があった追加質問なんですけども、これからとい

うかもう既に団塊の世代の方たちがそれなりの年齢に達してい

ると思います。今後 2040 年問題に向かっていく中で、今この介

護予防っていうワードですと、今のこの団塊の世代の方たちをい

かにこの 10 年 20 年でなるべく元気に過ごして 80 歳を迎えてい

ただくかっていうことになると思いますので、その団塊の世代の

人たちへのアプローチを今後どう考えるのかなというのが一つ。

あと資料 1 の質問なのですけども要介護認定率の状況についてな

んですけども、認定率が低い状況等は中程度者の割合が高くなっ

ているということなんですが、これの分析、なぜこうなったかと
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溝上委員  

いうのは結果が出たみたいなのがあれば教えていただきたい。あ

とサービス状況についてなんですけども、在宅サービスの利用率

が高いっていうふうになりますが、暮らしとして介護保険法のそ

の予防とかそういった目的に沿った利用が出来ているっていう

ふうに考えられているのか、それとも過剰提供になっているのか

なというふうに考えられているのかと、もし過剰提供とかちょっ

と想定してない状況になっているのではあれば、今後の財政の影

響はどういうふうに影響していくかっていうのを考えられてい

るか、予防政策とかも含めて、デイサービスに通っているから持

続可能な予防ができて施設とかにうつらないのでこのデイサー

ビスを利用するのはいいんだということなのか、財政の話だけで

はなくて、単純に今後、2040 年と向かっていくにあたってこのサ

ービス提供とか、市のこういった財源とかが持続可能な状況で推

移していっているというふうに考えられているのかというのを

教えていただきたいと思います。  

まず団塊の世代のアプローチをどう考えているかでございま

すけれども、基本的には介護予防・重度化防止のアプローチには

変わりはない。さらにですね、団塊の世代が 75 歳以上になる大

きな問題っていうのは、介護と医療の両方のサービスを必要とな

ってくる世代がこれから増えてくるっていう社会的な課題にな

ってくるっていうのを認識しています。その中でなるべく介護も

医療も必要のない期間をいかに伸ばしてもらうか、そこら辺が重

要になってくるかなと思っていますので、先ほどお伝えしました

介護予防への考え方お体制ですかね。どういうふうにアプローチ

していくかに通じるかと思っています。介護予防の要素を用いな

がら男性でも参加できる、取り組んでもらえる介護予防のアプロ

ーチが必要だし、社会参加も必要だと。75 歳以上になっても必要

だというふうに考えています。  

団塊の世代ってお話したのがその価値観っていうか、バブルな
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方達じゃないですか。ある程度、戦後が終わって高度成長期でい

ろんな趣味とかを経験された方たちがこれから高齢になってい

くので、先ほどの 100 歳体操とか、昔のラジオ体操とかもそうで

すけど集団でやるっていうのが、これからここになっていくの

で、なかなか難しくなってくると思うんですね。  

全体でやるっていうが馴染んでいた世代がもう終わって、これ

から個の価値観とかが尊重される時代の人たちなので、他人が例

えば介護保険とかのデイサービスになんか行きたくないとか、フ

ランスの男性とかだと、プライドが高くて行きたくないとかって

あるので、その価値観の違いの世代の人たちのアプローチの仕方

を変え、何かこう変えていく予定があるのかなっていうのがちょ

っと知りたかっただけです。  

価値観については多様な価値観の時代に入ってきていると思

っていますので、繰り返しになりますけれども、いろんな介護予

防の機会、介護予防に資するものを、様々な機会で捉えて情報発

信していくことも必要ですし、もちろん役割を持って生活してい

ただくっていうことも介護の一つですので、それぞれに合ったも

のが見つかるようにこちらは提供していくという形を考えてい

ます。  

あと認定率と中重度の進行度というか、悪化度の分析ですけれ

ども、第 9 期計画を立てるときに、前期計画の認定率の推移を見

ながらですね、非常に推計値より低い状態で、認定率が進んでき

たということもありまして、認定率についてはこのまま低くいけ

るんじゃないか、できるんじゃないか努力によってできるんじゃ

ないかという見込みで立てさせていただきましたが、ちょっとそ

の予測を外れてきているなっていうふうに思っています。そこが

一番ですね、今のところ新規の認定者を見ると、新規で重度の方

が多いですね。新規で要介護 5 の認定おりている方も多いですし、

このコロナ禍の影響っていうのを非常に実感として、閉じこもっ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てしまった生活の実感として感じているところです。そこをちょ

っとこちらとして見ることができなかった。  

それから高齢者全体の年齢が上がってきている。後期高齢者の

割合が高齢者の半分以上になったっていうのがありますので、高

齢者全体の年齢が一段、上がってきたなっていう印象で、そこら

辺も要介護認定率の推計値を考えるのにちょっと影響が結構多

かったのが大きかったなと思っています。重症化についてはです

ね、どうしても年齢とともに重症化していく、もしくは中には進

行性のある疾患を抱えている方もどうしても悪化していってし

まうっていうこともあり得ますけれども、やはり要介護を受けて

る方の年齢も上がってきているためになかなか重度化防止って

いうのが難しくなってきているかもしれないなと思います。それ

ぞれ地域ケア推進会議で自立支援型会議をやっていますけれど

も、事業者さんごとに努力はいただいていると思っておりますの

で、今後も重度化防止に努めていきたいなと。それが市民の幸せ

に繋がると信じていますので、重度化防止に努めていきたいなと

思っております。  

在宅サービスの利用率が高いっていう点ですけれども、介護予

防の観点から在宅サービスを見ているものもありますけれども、

在宅サービスの利用率は、いわゆる地域包括ケア体制に推進でき

ているかどうか、いわゆる住み慣れた在宅で、住んでいけること

が出来てるかっていう観点でも見られるかなと思っています。提

供過多になっているとは思っておりません。住み慣れた地域でそ

の人らしくいつまでもっていう、それも自宅で住んでいる方が多

いなっていうような捉え方をしています。また、在宅サービスと

施設サービスを比べますと施設サービスの方が 1 人当たりの給付

費は大きくなりますので、在宅サービスの提供が多くなることに

よって財政面で困難になってくるとは考えておりません。逆に施

設サービスが増えることで財政面も苦しくなりますし、もちろん
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人材確保に関しても非常にマイナス面になってきますので、在宅

サービスの提供が他の地域よりも多いっていうのは、かえって地

域包括ケア体制が進んでいるというふうに捉えています。以上で

す。  

先ほど在宅サービスでヘルパーも、比較的「うちの法人は」に

なっちゃうかも分かんないですけども、なかなか求人が集まらな

い状況です。1 人で在宅のお家に行くっていうのが何か心配って

いうのもあるみたいで、今後ちょっと在宅に訪問させるというこ

とで、ちょっとヘルパーさんの人材不足と。あと埼玉県、全国的

な面ですと訪問看護介護事業所の倒産とか撤退とかがだいぶ増

えてきているみたいなのでそういった影響もあるのかなと思い

ますのでそこもちょっとご注意していただければと思っていま

す。  

溝上委員から出た意見として、やはり多様なサービスを従前相

当今までやってきたのでしょうけど、今後はやっぱり自費を払っ

てもいいから一生懸命やったりしたとか、運動が合っている人に

はスポーツジムとかと提携したりですね、男性はそういう重度化

防止、介護予防にもっていくような仕組みをやはり役所の中だけ

で考えているだけではなくて、そういうスーパーとかジムとか買

い物とか、短時間が良いのか、Ｃ型で一生懸命頑張りたい方は C

型で良いし、繋がりに焦点をあてるか民間の方も協力して多様な

事業を幅広くやっていかないと、いろんなもの市が準備しまし

た。さあ皆さん体操してくださいって言ってもおっしゃる通り、

なかなか男性が「よし体操に行こうか」っていうと難しいので、

そこは本当に大変だと思いますけど、一般の事業者だけじゃなく

て、みんなと話し合わなきゃできないことだと思うので、地域に

入っていってやはり新しいサービスを作っていくっていうこと

はぜひ視点として持っていかないと。介護サービスに、やっぱり

偏っていくわけにもいかないし自費ばっかりってわけにいかな
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い。皆志があって街を守りたいって人がたくさんいると思うので

ぜひそのあたりは繋がっていただきたいなと思います。よろしく

お願いします。  

質問やちょっと確認をしたいのですけども。四つぐらいあるん

ですけど。一つが行田市と飯能市が類似しているというお話があ

って、その似ているっていうところが、まず人口っていうところ

要素があったと思うのですけど、その他に何か似ているっていう

要素があるのかっていうところが一つ。その次は、資料の 2 です

かね。事業者アンケートがあると思うのですけど、一問一答形式

で記載がされているのですけど、その中で関連している要素とか

その因果関係的なところって、何かこう分析されているとか、見

解として持っているところがあるのでしょうか。例えばですね、

人材に困っている事業所と困ってない事業所であって、困ってい

るところの方が外国人材を使っている要素が高いのかとかそう

いうところがちょっと気になるっていうところ、これが 2 点目。  

3 点目としては、ＫＰＩ的に重点目標を設定しているわけですが、

今日お話があったようにその目標に対して未達であったり、悪化

しているというのを含めて結果が出ていると。それに対して委員

長が用意してくださった資料の 1 枚もあるわけですけども、裏面

のところでは、評価指標の設定があるとして載っているわけです

よね。私もＫＰＩを結果だけじゃなくて、何か行動とかプロセス

とか、他の視点活動からも見ていかないとなかなか難しいところ

があるんだろうなと思うんですが、方向性って別の評価指標を設

定していくというのは今後 9 期の策定委員会のところで扱ってい

く考えで決めていくっていうことそういう理解でよろしいので

しょうかっていうところが、三つ目。四つ目のところでは、例え

ばそういった成果指標を定めるっていうことなんかもそうだと

思うんですが、要は他の市町村でもおそらく似たようなことと

か、課題に上がりがちなのかなと思いますので、それも今日お話
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に出てきましたけど、要はうまく比較的うまくやっているところ

とそうじゃない、その自治体ってのはおそらく分かれると思うん

ですよね。なので、わりかし先進的にうまくやっている自治体と

かがあれば、やっぱそういうところからそのままそっくりと言わ

ないんですけど、パクリといいますか、ちょっと持ってきちゃっ

たやり方って必要なのかなって思うんですけど、そういうロール

モデル的な何かところがあったりするのかとか、あるんだとすれ

ばどういうことを持ってこようとしているかとか、そういう計画

とか予定とかがもしあるのであれば聞いてみたいなって思いま

した。四つ以上です。  

飯能市を類似自治体として持ってきている要素っていうのが

大きなのは人口構造です。介護保険事業にとって人口構造が非常

に重要です、高齢者もやっぱり多い自治体っていうのは介護給付

が多くなります。逆に若い市町村は、介護事業費、認定率が低い

っていうことでそこと比較してあまり意味がないというか、あま

り参考にならないというか、なので飯能市っていうのは人口構成

が本当に似ている。県内でも一番似ている自治体として捉えてい

ます。近隣であったとしてもですね、鴻巣市は若干若いんです。

ちょっと比べられなかったりします。それから、他の要素として

は、東京、都心からの距離が同じぐらいなので住んでいる人も要

素も近いのかなっていうふうに、東京からの距離は同じぐらいっ

ていうのも一つの要素か、類似の要素も一つかなと思っていま

す。  

事業者アンケートについては今のとこですねクロス集計、いわ

ゆる因果関係があるのかどうかっていうのはクロス集計になる

かと思いますけど、クロス集計を行ってはいません。単純集計で

捉えているところです。計画についても基本的にその各事業所別

の人材の不足の種類ですかね、そこを目標値に上げていませんの

で、そこの分析も今回は行っていないという、全体的に捉えるっ
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ていう形をとらせていただいております。  

ＫＰＩに対する評価シートをどう決めていくかっていうとこ

ですけども、評価シートについては様々な研究機関によって示さ

れているところです。特に国の方でですね、いろんな研究事業を

行っていますのでそちらを参考に、市は見て、こちらのシートに

見やすく落としているっていう形をとっています。この委員会の

方で評価シートを決めていくかどうかですけれども、ちょっと時

間的な制約もあるので、やはり研究事業を一番の参考にさせてい

ただきたいなと思います。  

それから上手くやっている自治体のロールモデルっていうと

ころですけども、計画を立てるにあたりですね様々な研究事業

で、自治体の例が出てきています。いろんな分野でいろんな先進

自治体があります。介護予防分野ではこの自治体、生活支援のサ

ービスについてはこの自治体がっていうような様々な自治体の

例がありますので、厚労省の方で地域包括ケア見える化システム

っていうようなシステムで先進事例の紹介をしていただいてい

ますので、各分野において様々な自治体を見させてはいただいて

います。ただ計画作りにおいて先進自治体と言われるのは、武蔵

野市ですとか、小田原市だとかそれから、豊明市とかですね、そ

こら辺は有名です。柏市ですとか、松戸市ちょっとあげると結構

キリがなくてですね、全国では上がってきますのでそこら辺の方

も見させてはいただいております。以上になります。  

アンケートに関してはそのアンケートの課題を解決しようと

いう視点がないってことですよね。この通り困ってますねってい

うだけなので。このまちは何をすれば介護人材の確保に資するの

かっていうのを実際に 1 年間やったことの効果が出てないってこ

とが明らかになってるわけですからせっかくアンケートをとっ

て意見を集めたのなら、次に繋がる提案として市はこういう意見

からこういうことを考えてこれをやってみたいと思うんですけ
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どどうですかっていうようなアイデアや施策として会議に上げ

て頂きたいと思います。  

すいません、資料 2－1 の 5 ページですね、担い手を作るとい

うところで小中学校、中高生向けの事業ということで、小中学生

の方が授業のカリキュラムに入れているっていうところで、市と

して独自にその長期休暇中の何かそういった取り組みがあるの

かお聞きしたいと思います。あと、資料 2－2 の 2 ページの介護

ロボットやＩＣＴ機器っていうか、生産性の向上の取り組みです

ね、令和 6 年に情報提供して、その後所ショートステイとかで生

産性向上加算というところの加算を取っている事業所が増えて

いると思っています。そのところで実際導入をして、どうだった

のかっていう効果の検証とかを市の方でされているのかってお

聞きしたいと思います。  

まず小中学生の長期休暇中の何かしらの事業の関係ですけれ

ども、行ったことは、介護のその仕事を魅力の発信っていうだけ

で行うのではなく、他にやっぱり組み合わせてやるべき問題、や

らなきゃいけないこともあるので、今年はですね、夏休みに、小

中学生向けの認知症サポーター養成講座を行っています。参加も

いただきまして、その中でやっぱり介護の問題とかも少しお話さ

せていただいております。  

2 点目の介護ロボットの情報提供をした後の効果を検証されて

いるかっていうことなんですけども、申し訳ございませんけど、

効果についてはまだ把握していません。検証もしていないところ

です。  

その生産性向上加算をペンディング事業所さんとかで、実際そ

のセンサーマットを入れたりとか、ベッドの下に何か呼吸ですか

ね、それをやって入院者が減ったとか、あのセンサーマット入れ

ることで転倒のリスクが下がって入院する人が減っているとい

う効果を聞いているので、実際その加算を入れてない関係してな
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い事業所さんもありますのでそういう普及をしてもらうため、介

護人材がだんだん減ってくるのであれば、そういった機器を入れ

ないともあると思いますので、そういったところもちょっと発信

していただけると。生産ＩＣＴ機器を入れてくださる事業者も増

えればなと思いました。  

だいたい市はお金を出さないですから。広報どまりです。ただ、

他の人がいいというもの、効果のあるものは市が動いてもらわな

いと、方向性とか事業者は敏感ですから有効な施策は、市に評価

広報は頑張ってもらいたいと思います。  

資料 2 の方に移らせていただいて資料 2－1 の進捗状況なんで

すけども全体的に実施したっていうこの文言がベースになって

いるかなと思うんですけども、上手くいったよっていうことと

か、効果をみて効果があったよというものとか、あと進まなかっ

たっていうことに関してその理由だったり、その進まなかったん

で次にどう活かすかみたいな、だから検討されてることがあった

ら教えていただきです。  

市としての目標に対して自己評価をどういうふうに持ち半分

過ぎてあと一年ですけども、今の現時点自己評価をどういうふう

に考えてらっしゃるのかお聞きしたいです。  

あと介護予防事業なんですけども、資料 1 の要介護認定率重度

化率、給付額がどのようにこの重点計画が影響を与えたというふ

うに分析されているかなというのが大切です。  

あと、これは質問ではないんですけども、先ほどもちょっと同

じような質問になってしまいますが介護人材の確保についてな

んですけども、離職が激しいという感じ。何かこの数字だけ見る

と、そんなにっていうような感じも見えなくないのかなと思うん

ですけども、実際もう現場ではですね、職員がもう定年を超えて

も働いている方々が結構多くてですね、実際、行田市の中で倒産

とかっていうのは、あまりそんなに聞かないんですけども、実態
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の中ではもう結構限界に来ている。若い人たちが少なくて高齢の

方々が支えてくれているっていう実情があります。この後、多分

10 期計画に向けてっていう話になってくるんだと思うんですけ

ども、10 期計画は巷での最後の計画ですよっていうふうに言われ

ているぐらいで覚悟を決めて決めた計画を押してくださいみた

いなことを言われていますけども、今後具体的にその人材不足っ

ていうのが、多分これから静かにだんだん徐々に徐々に本当に定

年を迎えて働けなくなってという方々が増えてくると思うので、

多分静かに現場は崩壊していくんじゃないかなというふうに考

えていますので、そこら辺本当に介護人材の確保っていうのを今

からしっかりやっていかないと、もちろん私の事業所もそうなん

ですがみんなでやっていかないと、本当に危機な状況に陥るかな

というふうに思っていますので、介護人材に関してはみんなでち

ょっと知恵を出し合って協力して、確保していけたらなと思って

いますのでよろしくお願いします。  

保険者としてうまくいかなかった点、なぜ上手くいっていない

とか自己評価はどうだっていうことですけども、ここにお示しし

たそのグラフの通り、目標値には届いていないので、目標に対し

てはうまくいっていないという自己評価になります。その中で目

標値に対してですね、いろんな施策を立てました。これやればい

いんじゃないかっていう施策を立てた中で目標値に達してない

ので、その施策が本当に適切だったのかどうかっていうのは、今

のところは、ちょっとあまり適切な、効果的な政策ではなかった

んじゃないかと思っています。介護予防に関してはですね、これ

だけの施策で本当に上手くいくかというとそうは思っていない

んですけれども、重点目標として挙げてきたものについては、や

ってはいても、その効果以上に、ちょっと進んできてしまってい

るのかもしれないっていうような今の分析の状況です。重点目標

にどう与えてるかっていうと、上手くいっていないので今の答え
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です。あまり施策として適切ではなかったかもしれないという今

の中間ではそう思っていますけれども、ここには重点目標しかこ

こには書かれていませんので、他の細かい事業なんかもあります

ので、そこの細かい改善をしながらですね、もう一度、中身を少

し良くしながらですね、来年度を実施していきたいなと思ってお

ります。介護人材の確保についてはですね、資料で説明しながら

日本全体の全産業が人材不足になってきている中で、介護人材だ

けが確保できるかというと、この間研修にも行って聞いてきまし

たけれどもほぼ不可能に近い。その中でアンケートのまとめで話

しましたけども、介護ロボットの話も先ほど出ましたが、今ある

人材の生産性を向上していくためにはＤＸですね。デジタル推

進、デジタルトランスフォーメーションでやっぱり生産性向上、

事務の効率化をしていただくことも必要だと思っています。その

ためにこの間 12 月末に説明会をさせていただいて、これからの

国の方針ですとかデジタル化のお話をさせていただきました。人

材確保できない以上ですね、あまり大きく確保できない以上、違

う方策でやはり考えていかなくちゃいけない、介護ロボットもそ

の一つかと思いますけども、そちらの方向をやはり考えていく必

要があるかなと思っております。  

委員長の冒頭の挨拶でもありましたけども、市の立場としても

なかなかこう言いにくいところもあってちょっと綺麗な言葉に

なって計画を立てなきゃいけないというところもあったんです

が、先ほどお話した通り 10 期計画に関してはほとんど覚悟を決

めなきゃいけない計画を作らなきゃいけないというところで、計

画も上手くいかなかったというお話だったので、やはり 10 期計

画に向けてですね、もう、財源、人も限られた中でやっていかな

きゃいけないので、この集中だったり統合だったりとか、もうこ

こは切るとかですね。そういったのはもう市民もそうですし、事

業所も、当法人も含めてですね、新しいことに対して何か上手く
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一歩踏み出さないっていうところがあるので、やはりちゃんと現

実を突きつけて今後こうなっていくよと。だから例えばＩＣＴ化

とか、情報共有だったりとかシステムへ入れていきましょうとい

うのを市の方で旗振っていただけると、いろんな法人が一緒にや

っていきましょうというふうになるのかなと思うので、これから

ちょっと言いにくいところも、ちゃんとメッセージとして伝えて

いかなきゃいけないのかなというふうに考えています。  

まず目標の政策は大体ストラクチャー指標と言って何やりま

したとか、これやりましたになっていて目標達成とのつながりが

見えないので上手くいかない。市として介護度を下げたいってい

うのはいいんですけど、それとこの政策がどういうふうに繋がっ

ているのか、介護人材を確保するときにこれをやればどうなのか

っていう繋がりが見えないので、結果的には上手くいかない、当

然のことかなと思います。当時も 2040 年とか何十年後に行田市

が破綻するのを防ぐために今からバックキャスティングでやっ

ぱり施設はこれ以上作っちゃ駄目だから抑制するとか、逆に施設

が多かったらこれをやめさせて、サ高住に転換するなどといった

保険者機能を発揮している自治体も増えているわけですこのま

ち作りをどうすればいいかっていう視点はぜひ持ってやってい

ただかないと、ソフトランディングどころかある年、突然破綻し

て崖から飛び降りることになりかねないと思います。行政職は２

～3 年サイクルの異動にともない、とりあえず 3 年間の計画を立

てることが目標なわけで、そこから先は次の人が考えなさいって

いうふうに中長期的な視点でこの町を考えることは不可能だと

思っています。そのためこのような会議の場でちゃんと提案して

いくしかないのかなというふうに思っています。そのためには評

価可能な指標をしっかり立ててもらって実行すれば、確かに在宅

や施設の限界で伸びるんだなっていうことを証明できるような

目標を立てるってことが重要ではないかと思っています。  
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私の方から、資料 1 の介護医療院とかですね。これを作るかっ

て話を市はどういうふうに考えているかわかりませんが、大体、

保険医療から介護保険病床に転換するっていうこと自体、急に介

護医療院ができっこないのはおわかりなんではないかと思うん

ですが。別に作らなくてもいいっていうご意見か、それとも枠あ

るから手を挙げればそこにやりましょうっていうことなのか、そ

のあたりは介護医療院についてどういうふうに考えてらっしゃ

いますか。  

介護医療院については、県の医療計画にも関わることで、昔言

ってた療養型病床群を対象に介護医療院に転換するっていうの

は、国全体の方針だったっていうのは認識しています。その中で

市内に介護医療院が必要かっていうところで、この計画の中に反

映しているわけではないです。市外の介護医療院を使ってる方っ

ていうのもいますので、それの見込み量を立てながら計画値があ

ります。この計画値に対して市内でそれをカバーするかっていう

そういうような方針で計画値を立てたわけではなく、利用実績か

ら見た。必要で作りたいっていう意味ではない。  

その辺りも先生方にもご意見を伺いたいと思いますが作った

方がいいのか。  

需要にしても人は減ってくるわけですから、医療保険用のベッ

ドはいらなくなるので変換しなきゃってことは当然今後出てく

る。人口がどんどん減っていくわけですから、入院患者さんも少

なくなるので、そういうことにはなると思います。  

デイサービスが、給付が多いっていうのは、訪問介護の職員の

高齢化などでサービスの提供が十分でないことから、もうやむに

やまれずデイサービスに行っているみたいな感じで、サービス過

剰ではおそらくないのかと。この給付が多いっていうことをどう

いうふうに思ってらっしゃるんですか。  

利用者数が見込み量より多く、給付費の方が高いっていうこと
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は、頻回の提供か若しくは重度化している利用者がいる。そうす

ると給付費が高くなるので。重度は給付費が高いので。  

高くていいっていうふうな理解、いいって言っちゃいけないん

でしょうけど現状妥当だと。別に無碍に行っちゃって回数で稼い

でいるなっていう理解ではないですね。  

そこを分析しないと分からないかなと思いますが、本当に必要

な。やっぱり過去にはですね、訪問介護の頻回利用、頻回提供が

大きく問題になった時期もありますので、そこは今回見るべき要

素だなと思う。それが適切かどうかやっぱり見ていかなくちゃな

らない。  

ぜひ、そこは調べていただいて、本当に頻回は。昨今話題にな

った訪問看護が看取りの際の訪問回数無制限で行ったりしてい

ますけど。それもやっぱり行田市の中でもいろいろ高齢者アパー

ト、住宅ができていて、あちこちからたくさん人を集めて最終的

には集まらなければ、行田市に縁のない生活保護の人を寄せてい

るっていうことになります。ですから施設を作る上では、市が「許

認可権はない」と言って逃げていますが、ちゃんとまちづくりの

中でそういったものを作られて、行田市民じゃない人が集まって

きてっていうのは、介護人材を吸い取られちゃうこともあります

し、やはりまちの中で高齢者のアパートとかいろんな在宅系がで

きるってことは、市としてかなり課題を持って見ていただきたい

し、県の方もそれをその辺はちゃんと見なさいってのが出てくる

流れになるんじゃないかと思います。高齢者ビジネスっていうこ

となんでしょうか。国はどういうふうに思って、その在宅系のよ

うな、ホームができて、いろんな高齢者、行田じゃない人がいっ

ぱい集まってきているんですよ。私、訪問診療にいくと行田市に

縁のない人も沢山いるわけですよ。住所地から費用がでているか

ら、市は別に、費用は出てないからと思っているかどうかわかり

ませんが、その辺のまちづくりに対し、市や国はどう思っている
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のですか。  

その前にですね有料老人ホームとか、サービス付き高齢者住宅

については届け出制度になっておりまして、県から意見照会が市

の方に来ます。うちの方で必ず支障があり、介護人材不足、医療

人材の面で書いてます。毎回出してますし、計画策定のときにも

県に提出していますね、それが今の制度ですね。問題意識はあり

ます。  

制度上は今申し上げた通りで、市の立場としてはしかるべき対

応をとっているということだと認識しています。やっぱり大切な

のはその計画の中でその保険者の立場においてどれだけの必要

な量が見込まれているかという、きちんと判断をした上で計画を

立てるというところがまず大事なんだろうと。その上でその後の

その施設に対する行政の権限となるとそれぞれの立場において

判断するものになるので、国は国として全国的に、これから介護

を必要とする人が増えていく中で、それに必要なサービスを届け

るかという観点で制度設計をしておりますので一概にこれ、まち

を越えてその建てるということに関して、なかなか市の立場でと

いうところは難しい部分もあるんですけれど、いずれにしても最

終的に行き着くところはやはり計画をしっかりと立ててこの市

に何が必要なのか市民にとって何が必要なのかというのを計画

の中できちっと決めていくということが大事だと思います。だか

らこそ、国の方でも法定で計画を定めて、保険者がしっかりと見

込みを持って行政を実施していくよう求めているんだと、そのよ

うに考えています。  

この市に何が必要なのか市民にとって何が必要なのかという

視点で、当市に縁のない生活保護の高齢者の人いっぱい入所して

いる実態がこのまちにとって必要だと市の方は思っているのな

らやむを得ませんが私は、当市の消滅を防ぐためには良くないと

思いますが、土地が安いからですね、都内に近いから止めようが
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ないのかも分かりませんがそれがそういう介護の崩壊とかそう

いうことにも関係しているんじゃないかと思います。でも一生懸

命断っていることは理解しました。  

戦略経営の勉強をしてですね、マーケティングをしましょうっ

て言われるんですよ。なんか違和感ですね。介護保険事業のはず

なのにマーケティングしてデイサービスを求めて入るかってい

うのをしましょうって、何か違うなって思いながらも、だけどそ

のマーケティングしないといけない、競争もあったりとか、何か

こう変な構造になってます。  

あと資料 2－1 の 8 を健康課長に、検診の受診ですね。今まで

毎年右肩上がりのおかしい計画を立てていたんですが、今回はが

ん検診の無料化ということでかなり注目じゃないかと思います

し、認知症もの忘れ検診なんかは数が増えた。数をしっかり増や

していただくっていうことは大切だと思います。計画とかはあま

り無理に右肩上がりに増えるわけではないので、高齢者ばっかり

増えて行くってことになると思います。そのときにやっぱり個別

検診と集団検診が一緒に受けることができたり、ワンストップで

いろんな検診ができるようにしないと。個別のところでは、集団

のものができませんとかって断られちゃっていることが多かっ

たので。来年、いろいろ考えていただけるっていうことなので、

そこはぜひ。希望者が来たらいろんな検診を受けられるような仕

組み作りを考えていただきたい。行政は行政で都合はあるのでし

ょうけども、年度末のいつになったら終わりとかですね。あとは

6 月からしか始まらないとかその辺がやっぱり検診を受けるって

いうと、普通検診は 4 月 5 月にやっていたりするわけですし、3

月の終わりに近づいたらやめちゃって、駆け込みでやりたい人は

いても、もう終わりですよってことになっちゃうので、時期的な

こと、予算とかもあると思いますけど、ぜひ数を増やすっていう

視点で協力をお願いしたいと思っています。健康課ではどう考え
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ているのか。  

今年度からがん検診の方を胃の内視鏡を別にして他のがん検

診を無料にしております。あと特定健診後期高齢者の健診とがん

検診が受けられるように集団検診の方と、個別検診の方を実施し

ております。やはり今年度からがん検診に関しては、個別で市民

の皆様に通知をした関係で、かなりがん検診の受診をしたいとい

う希望者が増えておりまして、皆さん健康に関して興味を持って

いただいて、関心を持っていただいてよかったなと思う反面、や

はり一部は集団検診でしか実施しておりませんので、個別でも受

けられるような方法で皆さんに受診をしていただけるように、受

診方法については引き続き検討をしているところです。先生のお

っしゃった通りに、やはり検診の時期によって、やっぱり 1 月、

2 月はどうしても駆け込みになってしまう方が多くて、なるべく

こちらとしてはやはり平準化を図りたいので、なるべく早いうち

から受診勧奨して受けてくださいねっていうことで、勧奨を続け

ているんですが、やはり終わりに近づいてくると、皆さん焦って

くるのか、やはりどうしても 1 月、 2 月に駆け込みになってしま

います。なるべく早い時間どうしても 1 月、2 月になりますと、

インフルエンザの感染症も増えてまいりますので、なるべく平準

化が図れるように、引き続き受診勧奨をしてまいりたいと思いま

す。  

違うんですよ。医療機関はやるから、ちゃんと受けてくれって

話です。3 月 31 日だってやるし、夜中までやるから、市がちゃん

と受けてくれば、数は増えますよって話です。平準化したって上

手くいかないからこうなっているんでしょう。あなたも私もそう

だと思いますが、宿題が迫ればちゃんとやるので。 3 月までやる

なら。なるべく遅くなればもっと先ということになるんでしょう

けど。なるべくそういう時間まで時期的に可能な限り受けてもら

えれば医療機関とか検診施設でちゃんとやりますので、ぜひ幅広
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くご対応お願いしたいと思います。  

受診機会につきましては、検討してまいります。  

はいありがとうございます。あと私の方からの見込み量に関し

ては、今後まだ介護高齢者の認定率はあまり減少しないっていう

理解で良いんですかね。それに合わせて例えば地域密着型のサー

ビスを増やしていくとか、もう高齢者は徐々に減っていくってい

うことを考えて、既存施設は新しいもの、高齢者の施設は作らず

に在宅サービスをメインにしていくと。今後、特養の開設とか、

このサービスに関しての方針というか、この 2050 年に向けて、

逆にその高齢者施設を減らしていかなければならなくなってく

るのは目に見えているので。どの時点でそういう経営者とか皆さ

ん合わせて、まちを守るためにちょっとベッドを減らさなきゃね

っていう話をしていくとか、その覚悟があるのか。徐々に右肩上

がりで頑張っていくのか。その辺の判断とかどういうふうにお考

えでしょうか。  

既存のサービスの量で数量の規定というか、大きな別れ道とい

うか、そこのお話だと思うんですけども、人口推計をやはり見て

いく必要があるかなと思います。行田市内では 2040 年までは、

高齢者、特に後期高齢者が増えるっていうのが推計値で出ていま

すので、介護が必要な人はまだまだ増える。その反面介護人材は

先ほどからも不足が見込まれる、もちろん若い人が減るので、高

齢者に頑張ってもらうと、産業全体がですね、65 歳になってもで

すね、働けるうちは働いていただくっていうような日本の社会に

なってくると思いますので、そこら辺の状況を見ながら、その先

ですね、その先どう人口推計が変わって、落ちていくのかってい

うのを見ながら、サービスの提供体制っていうのを考えていく必

要があるかといます。その中でも国の方もいろいろ示していただ

きますので、ただ国の方でも施設サービスについては、増やさな

いような意向が見えます。在宅サービス、特に複合サービスです
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ね。住み慣れた自宅でなり、その場所で最期までを目指すような

方針で見えますので、行田も例外ではないと思っております。そ

の方針に従って、見極めていく。 3 年に一度のこの計画によって

見極めていくっていう形になるかと思います。  

施設介護から在宅に向けてって流れに国の流れに沿って。その

中で施設は作っちゃうけど、それはしょうがないっていう話なん

ですね。高齢者アパートができちゃってですね。あと、資料 2－

2 でいくつか、個別にお答えいただければと思うんですが、外国

人を採用する人数制限 2 番。これは実際にこういう仕組みなのか

知りませんが、これをどうなったか。あと 6 番の資格別登録する

っていうのは、アンケートをとってあまり取れないところで皆と

思っていたり、あとは 7 番の事業所の新設について誘導っていう

意味は先ほどのお返事にあったように理解しました。その辺の 1

番とか、6 番とか 7 番について何か市の方は。みんなお金を出し

てくれとかそんなもんですけども、お金がないのは言ったって無

理だってしょうがないって知恵使っていろいろやって欲しいっ

ていう話だと思うんですけどどうでしょうか。  

基本的にこれは参考にさせていただくご意見で。  

そうじゃなくて外国人採用に人数制限ありって書いてあるの

が、これは事実なんですか。  

すいません、詳しく存じておりません。多分外国人材の採用っ

て技能実習生の枠とか、国の制度の中でのお話かと。  

今の日本人を超えちゃいけないってその採用の問題よりもそ

の福祉の問題のように見えますけど、ぜひそこから返事が来るの

が分かるのであれば誤解なら誤解といって、外国人の方が採用さ

れたらっていう話ですかね。  

アンケートだから無記名で。  

アンケートだけでなくても分かる。どっかから返事きたかと

か、通所介護施設って 100 も 200 もないんだから、こういう点あ
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りましたけどこういう回答ですし、せっかくアンケート取るだけ

じゃなくて施策に繋がるように市としては誠意を持ってちゃん

と返事をしてあげたらどうなんでしょう。誤解なのかって言って

あげた方が、外国人何人にとっても大丈夫ですよって言ってあげ

たら、そういう他の引っかかるとこがあるかもしれないけれど

も、市としてはっていうご意見あれば言っていただきたいと思い

ます。6 番の資格別に何とかっていうのは何か考えあります。  

市独自にその人材登録制度みたいなお話かと思いますけれど

も、今のところはすみません。そういう検討をさせていただいて

おりません。  

7 番の事業所の新設についてっていうことについては、先ほど

のご意見で、施設の開設はあまり積極的には考えてないというこ

とでよろしいですかね。あと、通所から来ているので、そのデイ

サービスの数が今多くて、お金も払いすぎだから、ひとつ閉めて

きたいっていうような意向の発言があったように思いますけど、

もうデイサービスは手上げたら認めてあげるんですか。  

デイサービスについては法的にというか制度上ですね、届け出

制度ですので届け出があったと認めざるをえない形で。相談があ

った場合には相談に乗らせていただいています。実際のところ計

画を示しながら、こちらではそんなに増やす予定はありませんよ

という話はしていますが、よく利用者数とか見ていただいた方が

いいと思いますよっていうことでお伝えをしています。  

塩対応しているからって、それじゃできないよって話ですよ

ね。届け出制のところですね。市は断れないのでしょうか。ぜひ

アンケート取りっぱなしにせず、ちゃんと返事してあげてくださ

い。できないのはできない、やっているならやっている、できな

いのは意見で承るのでいいですから、アンケートを返してくれた

ところ、頼んだところにぜひ返事をして、誰から聞いたか分かん

ないよねって、できませんって言わずに対応してあげてくださ
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い。  

通所介護連絡会を回していただければ。全発信します。  

それは市と連絡取り合って、ぜひせっかくアンケートを取って

ちゃんと返事をしてあげるような習慣は、市の方に持ってもらい

たい。あと全体的に他、意見でしょうか。よろしいですか。  

ではその他についてですか、お願いします。  

それでは、次第の 3 としまして、アンケート調査の実施につい

てご説明させていただきます。資料は右上に資料 3 と書いてある

カラーの 1 枚表裏、印刷されておりますものになります。市では

アンケート調査を第 10 期計画の策定に向けて、今年度実施をい

たします。まず一つ目が、 1.介護予防日常生活圏域ニーズ調査に

なります。こちら一般高齢者ですとか、介護予防・日常生活支援

総合事業対象者また要支援者を対象に、日常生活圏域ごとに地域

の抱える課題の特定に資するという目的がございます。それから

今回もう一つ新たに加えますのが、令和 6 年 1 月に施行された共

生社会の実現を推進するための認知症基本法に基づき、新しい認

知症感や認知症基本法の普及啓発を図るということと、あと認知

症の人や家族等の現状を把握する、それに基づいて認知症施策を

検討するということを目的に加えております。こちらなんです

が、認知症基本法では、あの市町村においては基本計画および都

道府県計画を基本としつつ、実情に即した市町村計画を定めるよ

う努める旨が規定されております。10 期計画においては、介護保

険事業計画の中に、認知症政策推進計画を盛り込もうと考えてい

るものでございます。今回ニーズ調査の中に、調査項目として、

国の例示として必須項目が 35 問、オプション項目が 31 問ござい

ます。それに合わせて市の独自項目を 16 問盛り込みます。この

うちの 9 問が認知症に関する項目となります。それから、国の方

の例示として今回のアンケート調査に新たに加わったものが、そ

こに赤字で記してあります就労の状況になります。こちらの先ほ
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どからの話題に上がっておりますけれども、高齢者の社会参加、

について重要視しているというところの表れだと思っておりま

す。こちらのアンケート結果を分析させていただきまして、今後

の施策の方を検討してまいりたいと思っております。こちらニー

ズ調査につきましては、先日郵送をさせていただいております市

内在住の要介護 1 から 5 以外の 65 歳以上の高齢者 1500 人に対

して、郵送させていただいております。では裏面になりまして二

つ目の在宅介護実態調査になります。こちらも高齢者等の適切な

在宅生活の継続と、あと家族等介護者の就労継続の実現に向けた

介護サービスのあり方を検討するためのものでございます。こち

らも先ほどのニーズ調査と同じように今回のアンケート調査で

は認知症施策推進計画を策定するための認知症に関する市独自

項目を追加しております。こちらで認知症の人やその家族等の思

いや状況について把握させていただこうと思っております。こち

らも昨日 12 月 25 日に市内の在宅で生活をしている要支援・要介

護認定を受け入ている人のうち、更新申請、区分変更申請に伴う

認定調査を受けた方 1500 人に対して、郵送をさせていただいて

おります。三つ目です。介護事業所対象の調査を今回も実施いた

します。前回については、居所変更実態調査と介護人材実態調査、

この二つを実施したところです。今回は新たに在宅生活改善調査

を実施いたします。調査対象は記載の通りの事業所になります。

こちらは来年 8 年の 1 月くらいに電子メールでアンケート調査を

実施する予定となっております。以上になります。  

先ほど介護人材と一緒でアンケートとりましたって並べるだ

けじゃなくて、先ほど最初に話したようにどういった施策に反映

できるかっていう視点でまとめてご提案いただきたい。アンケー

トについてご質問ありますか。  

繰り返しになってしまうかもしれないんですけども、10 期計画

に関しては、当然覚悟を決める計画になると思いますのでこうい
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ったアンケートをとるときも、これから理想の計画を作るのでは

なくて、できることできないこと、できなくなってくることって

いうのをちゃんと整理しながらアンケートをとって、今後、行田

市が何を守っていくのか、何を見直していくのかっていうのを考

えながら、先に見ながら、アンケートとかを取っていく必要があ

るのかなと思いますので、その点ちょっとご注意していただきな

がら設問とかを決めていただければなと思っています。  

基本的には国から提出された項目になります。それと、事業所

調査については、国の研究事業を行われた三菱総研がありますの

で、そちらのものを使わせていただいております。また認知症の

項目については、こちらで考えたものをですね、研究機関にちょ

っと相談させていただいて、決めさせていただいた項目になりま

して、研究機関の方から助言をいただいたものです。研究機関か

らも目的等をはっきりさせて、アンケートされたらよろしいとい

う助言をいただいていますので、それで行っているものです。  

アンケートだけで判断するのは難しいのでまた委員会で考え

ていきたい。金子委員なにかありますか。  

なんか、初めてですね参加させていただきましたが、皆さん、

これから高齢者が増加している中で、考えていること、意見をき

きましたけど、民生委員としてもですね、何かできるかとかです

ね、考えていきたいなと思っております。市と相談しまして、ボ

ランティア等ですね、できることがあれば説明を進めていきたい

なと思っております。  

他になければこれで、議題は全て終了と思います。どうもあり

がとうございました。  

長時間の慎重審議、誠にありがとうございました。以上をもち

まして、第 9 期行田市高齢者保健福祉計画および介護保険事業計

画策定委員会評価・検証部会を終了いたします。なお、この評価・

検証部会は、来年度も開催する予定ですので、委員の皆様におか
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れましては、ご承知おきくださいますようお願いいたします。  

来年はいつ頃に。委員も変更されますよね。この計画は次に反

映するようにしたいのと、国からの評価はちゃんとある程度見え

るように示していただいて、ちゃんと時期とかも考えて資料の提

出を考えていただきたい。  

この委員会の任期が 5 月末までになっていますので、予定とし

ては次期の評価・検証部会は 5 月になります。その頃には、先生

のおっしゃった保険者機能強化交付金の結果が出ております。そ

れではまた次の評価検証部会でもどうぞよろしくお願いいたし

ます。本日はお忙しい中、誠にありがとうございました。お気を

つけてお帰りください。  

 

【閉   会】  

 


